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長野市中条社会就労センターほか１施設指定管理者募集要項 

 

長野市中条社会就労センター及び長野市地域活動支援センターけやきの管理運営について、民

間の能力を活用して、住民サービスの向上と経費の節減等を図るため、地方自治法（昭和22 年

法律第67 号）第244 条の２第３項及び長野市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関

する条例（平成15年12月24日長野市条例第51号）の規定に基づき、指定管理者を次のとおり募集

します。 

 なお、応募にあたっては、指定管理者制度の趣旨や施設の設置目的等を踏まえ、本要項（仕様

書等含む）及び長野市指定管理者制度ガイドラインを十分ご確認くださいますようお願いいたし

ます。 

 

１ 募集の概要 

(1) 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和13年３月31日までの５年間とします。 

(2) 施設の概要 

  ・名 称    長野市中条社会就労センター（以下「就労センター」という。） 

          長野市地域活動支援センターけやき（以下「けやき」という。） 

・所在地    長野市中条4449番地１ 

  ・開設年月   昭和28年４月 

  ・現地移転年月 平成21年２月（昭和60年建築の縫製工場の寄附を受け、開設） 

・建物の構造  建築構造  鉄骨造２階建  

          延床面積    678.25㎡   １階：  394.75㎡（けやき） 

２階：  283.50㎡（就労センター） 

敷地面積  918.78㎡ 

           

 

 

 

 

 

 

 (3) 施設の内容   

   【就労センター】 

社会福祉法第２条第２項第７号に規定する授産施設（社会事業授産施設） 

     利用定員 30人 

     事務室、作業室、食堂（休憩室）、便所、物品移送用簡易リフト（昇降機） 
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【けやき】 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条第１項第４号に

規定する地域活動支援センター 

     利用定員 14人 

     作業室、休憩室、事務室、更衣室 

(4) 施設の運営状況 

  ① 開館時間等（令和６年度） 

区分 条例 現行 

開館時間 
【就労センター】午前８時30分～午後５時15分 

条例と同じ 
【けやき】   午前９時～午後５時 

休館日 
【共通】日曜日及び土曜日、国民の祝日に関す

る法律に規定する休日、12月29日から
翌年１月３日 

② 利用状況（利用者数、件数、稼働率など） 

   【就労センター】                          （月平均人数） 

利用区分等 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用登録者 人 29 23 22 22 

【けやき】                             （月平均人数） 

利用区分等 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用登録者 人 8.2 ８ ５ ５ 

③ 収入及び支出の状況（令和５年度） 

※実績どおりに予算の確保を確約するものではありません。      （単位：円） 

区分 項目 金額 

収入 

利用料金 62,251 

指定管理料 27,917,000 

委託料  

販売収入等  

その他収入 5,035,845 

計 33,015,096 

支出 

人件費 23,548,842 

設備管理費 1,193,111 

備品購入費 81,200 

修繕費 149,649 

光熱水費 833,890 

事業費 1,620,067 

事務経費 1,054,351 

本社経費  

その他 4,160,449 

計 32,641,559 
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区分 項目 金額 

自主事業 

収入 4,734,762 

支出 4,447,946 

自主事業損益 286,816 

損益 660,353 

 

２ 施設の設置目的及び管理運営方針 

(1) 施設の設置目的 

就労センターは身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情等により就業能力の限られて

いる者に対して、就労又は技能の修得のため必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長

するために設置するもの。 

けやきは、障害のある人が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう、当該施設において創作的活動又は生産活動の機会の提供を行うとともに、社会との

交流の促進を図ること。 

(2) 基本方針・目標 

 指定管理者の創意工夫に基づいた管理運営により、質の高いサービスを利用者に提供する

とともに本市の財政負担の軽減を図り、利用者が世代を超えて交流のできる、地域に根ざし

た施設となること。 

就労センターは、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情等により就業能力の限られ

ている者に、より良い就労環境と機会を与え、障害のあるなしに関わらず施設利用者の枠を

越えて交流のできる地域に根ざした施設となること。 

また、けやきは、利用者または障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の

立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、地域及び家庭との結び付きを重視した運営

を行い、市、障害福祉サービス事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者等との連携に努めること。 

(3) 維持管理方針 

   ・施設や設備は、その機能と特性を十分に把握した上で全ての施設を清潔に保ち、かつそ

の機能を正常に保持するとともに、次年度の運営を視野に入れて、適正な維持管理と必

要に応じた保守点検を行うこと。 

   ・維持管理は、コストの抑制や効率化を行いつつ、維持管理の品質が低下しないように行

うこと。 

(4) 開館期間中の運営方針 

   ・利用者の安全対策を第一に運営すること。 

・平等、公平な利用を確保すること。 

・利用者に対応する時は、明るい笑顔で挨拶し、親切・丁寧を心がけるように努めること。 

・利用者の心身の状況等を常に把握し、管理運営に反映するように努めること。 

・施設内を清潔に保つとともに、光熱水費の削減に努めること。 
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・就労センターにあっては、利用者の就労又は技能の修得のため、取引先の開拓、仕事量

の確保等に努めること。 

・就労センターの定員に空きがある時は、施設の有効活用のため、利用者の増に努める 

こと。 

(5) 法令等の遵守 

   下記のほか、就労センター及びけやきの運営に関連する諸法令の遵守が求められます。な

お、指定管理者として施設の管理をする際は、危機管理に関するマニュアル、個人情報取り

扱いに関するマニュアル等を整備する必要があります。 

  【共通】 

・地方自治法、地方自治法施行令ほか行政関連法規 

・労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規 

・個人情報の保護に関する法律、長野市個人情報の保護に関する法律施行条例及 

・長野市情報公開条例及び長野市情報公開条例施行規則 

・長野市公契約等基本条例 

・消防法、消防法施行令その他消防関係法規 

   ・社会福祉法ほか福祉関連法規 

【就労センター】 

・長野市授産施設の設置及び管理に関する条例及び同条例施行規則 

・長野市保護施設の設備及び運営の基準に関する条例及び同条例施行規則 

【けやき】 

・長野市地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例 

(6) 障害を理由とする差別の解消の推進 

① 対応要領に沿った対応 

指定管理者は、本市の「障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領」（以下

「対応要領」という。）を踏まえ、不当な差別の取扱の禁止、合理的配慮の提供その他障

害者に対する適切な対応を行ってください。 

② 職員研修及び連絡体制 

指定管理者は、対応要領に示されている不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な

考え方等について理解を深めるため、指定管理業務に従事する職員の研修を実施するとと

もに、施設によって提供される合理的配慮の内容に大きな差異が生じないよう、施設所管

課との連絡を密にし、適切に対応してください。 

③ 対応指針に沿った対応 

指定管理者は、指定管理業務を履行するに当たり、当該事業分野における主務大臣が示

す、障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針に則って、障害者に対して適切

な対応を行うよう努めなければなりません。 

(7) 業務委託 

   一部の業務を委託することは可能です。業務の一部を委託する場合は、事業計画書に明示
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すること。なお、全業務を一括して他の事業者に再委託することはできません。 

(8) その他業務 

  モニタリング（監視・確認業務）に関することなど、長野市が特に必要と認める業務 

 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

(1) 施設及び設備、備品等の維持管理・安全管理に関すること 

利用者の安全確保のため、また施設の運営に支障をきたさないよう、施設及び設備、備品

等の管理を適切に行うこととします。なお、破損、不具合の生じた時には速やかに市に報告

を行ってください。 

① 保守管理業務 

ア 仕上材の浮き、ひび割れ、はがれ、かび等の発生がない状態を維持し、かつ美観を

維持すること。 

イ 建築設備（給排水設備、空調設備、電気設備、昇降機設備等）は、日常点検、法定

点検、定期点検等を行い、初期の性能を維持すること。 

  長野市では公共建築物保全マニュアル（※）を作成していますので、日常点検等の

参考としてください。（※市ホームページ ：ホーム> 市政情報 > 施策・計画 > 公共

施設マネジメント > 長野市公共建築物保全マニュアルについて ） 

給排水設備  ： 年１回以上 

空調設備   ： 年２回以上 

電気設備   ： 年２回以上 

昇降機設備  ： 年１回以上 

消防設備点検： 年１回以上 

  ② 清掃業務 

    施設の環境を維持し、快適な環境を保つため、清掃業務を適切に行うこと。 

ア 業務内容 

床、壁、扉、ガラス、鏡、備品、照明器具、衛生機器等について、場所ごとに、日常

清掃、定期清掃を組合せ、環境整備に努めること。 

イ 日常清掃の範囲 

事務室、トイレ、倉庫、作業室など 

ウ 定期清掃の回数 

床          ：  年３回以上 

窓枠及び窓ガラス   ：  年２回以上 

ねずみ・害虫駆除   ：  年１回以上 

照明機器の清掃    ：  年１回以上 

浄化槽汚泥抜取清掃  ：  年１回以上 

 エ 除雪について 

   冬季については、施設の敷地内（駐車場含む）の除雪を行うとともに、施設に面する
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道路については、施設休館日であっても除雪を行うこととします。 

③ 備品等の貸与等 

   ア 備品等の貸与 

長野市は、別添に示す備品等（以下「備品等（Ⅰ種）」という。）を無償で指定管理者

に貸与します。 

   イ 備品等の管理 

備品等（Ⅰ種）は長野市財務規則(第７章 財産 第３節 物品)に準じて管理し、常

に良好な状態に保つこととします。 

   ウ 備品等の更新等 

備品等（Ⅰ種）が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場

合又は本業務実施のために新たに備品等（Ⅰ種）に相当する備品等が必要となった場合

には、指定管理者の費用（管理経費又は利用料金収入）で当該備品等を調達（購入、リ

ース契約等）することとします。この場合、指定管理者はあらかじめ当該備品等の購入

又は取得について、長野市の承諾を得てください。 

なお、指定管理者が購入又は取得した場合、備品等（Ⅰ種）の所有権は長野市に帰属

します。ただし、高額な備品については、長野市が予算措置し、長野市が購入します。 

   エ その他備品等 

備品等（Ⅰ種）以外に指定管理者が必要とする備品等が生じた場合には、指定管理者

の任意により備品等（以下「備品等（Ⅱ種）」という。）を調達（購入、リース契約等）

し、本業務のために供することができます。 

備品等（Ⅱ種）の調達（購入、リース契約等）後は、速やかに、長野市に報告し、台

帳や目録等を整備し、備品等（Ⅰ種）と明確に区分して適正に管理してください。 

なお、備品等（Ⅱ種）を購入又は取得した場合の所有権は、指定管理者に帰属します。 

オ 消耗品等 

     施設の運営に支障をきたさないよう必要な消耗品を適宜購入し、管理を行うこと。 

     地元事業者から物品を購入する等、地元活用に努めること。 

地元の障害者就労施設等（※）からの物品及び役務の調達に努めること。 

※ 市ホームページ：ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者支援 > 
         その他障害者支援 > 障害者優先調達推進法について 

   カ リース契約により調達する物品について 

     就労センター施設内で、現在の指定管理者が調達し、管理運営を開始する令和８年４

月以降もリース期間が残っている物品は以下のとおりです。下表を考慮の上、リースを

継続するのか、指定管理者自ら調達するのか、必ず提案してください。 

物 品 名 リース満了日 備  考 

スバル・サンバー 
トラック 

R8.3.31 
(契約更新し、令和８年
４月以降も継続予定) 

現指定管理者のリース 
【就労センター】 

リコー・デジタル 
カラー複合機 

R8.4.15 
現指定管理者のリース【共通】 
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なお、市がリース契約により調達する物品は次のとおりです。 

物 品 名 リース満了日 備  考 

トヨタ・ハイエース 

（管理番号４-234） R9.5.31 

リース料は市が負担し、任意保険料、
車検及び定期点検を始めとする維持管
理に要する費用は指定管理者が負担
【就労センター】 

(2) 施設の運営に関すること 

  ① 職員の配置等に関すること 

【就労センター】 

   ア 「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の取扱いについて（昭和63年５月

27日 厚生省社会局長通知）」別表「保護施設職員職種別配置基準表」に規定する「取扱

定員21名～30名」の職員数（※）を充足すること。 

      ※ 参考 施設長及び事務員：各１名、指導員：２名、雇用人：１名 合計５名 

     なお、雇用人の代わりに指導員を配置することも可とする。 

   イ 施設長は、長野市保護施設の設備及び運営の基準に関する条例第７条に定める有資格

者等を配置すること。なお、利用者対応に支障をきたさない場合はけやきの施設長と兼

ねることができます。 

  【けやき】 

 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令）に規定す

る職員数（施設長１名を配置、利用者の作業訓練等にあたる指導員２名以上（うち常勤１

名以上）を配置）を充足すること 

  【共通】 

   ア 職員の勤務形態は、就労センター及びけやきの運営に支障のないように定めること。 

イ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。 

   ウ 地元雇用の創出・推進に配慮すること。 

  ② 施設の利用対象者に関すること 

【就労センター】 

    就労センターを利用できる者は、市内に住所を有し、かつ、次のアからエまでのいずれ

かに該当する者とする。ただし、就労センターの定員に余裕があると市長が認める場合は、

一般の利用者も就労センターを利用することができる。 

ア 生活保護法の規定による要保護者 

   イ 身体障害者福祉法の規定による身体障害者 

   ウ 知的障害者福祉法の規定による知的障害者 

   エ アからウまでに掲げる者のほか、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情等によ

り就業能力の限られている者で市長が特に認めるもの 

  【けやき】 

    けやきを利用できる者は、次のいずれかに該当する者とする。 
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   ア 市内に居住する障害者及び障害児 

   イ 市長が特に認める者 

③ 施設の利用に関すること 

【共通】 

   ア 施設の利用申請を受け付け、条例に規定する利用対象者に該当することを確認の上、 

その申請に対して利用許可を行うこと。なお、利用許可申請などの申請に係る事務処理 

日数は、概ね１日とすること。 

     ただし、前述の確認に、相当の時間を要すると認められるときは、この限りでない。 

   イ 利用申請時には、利用者からの相談を受け付け、必要な指導・助言を行うこと。なお、

疑義の生じる相談があった際には、市と協議を行うこと。 

【就労センター】 

   ア 長野市授産施設の設置及び管理に関する条例第８条第２項に規定する利用者から、利 

用料を徴収すること。 

イ 利用者数や徴収した利用料等について、報告書を作成すること。書式・記載内容は、 

協定において定めるものとする。 

  【けやき】 

   ア 長野市地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例第８条に規定する利用者の

登録を行うとともに、利用者名簿(利用開始又は利用終了の年月日その他必要な事項を

記載する)を作成すること。書式・記載内容は、協定において定めるものとする。 

  ④ 施設の利用促進に関すること 

   ア 広報活動に関すること 

指定管理者は、施設の利用方法や案内図等を、施設利用者に解り易い場所に掲示して

ください。また、施設の情報発信のため専用ホームページの作成やパンフレットの作成

等により、積極的に広報を実施してください。 

   イ 利用時間等の延長に関すること 

指定管理者は、施設の開館時間及び休館日について、必要があると認めるときは、市

長の承認を受けてこれを変更できますので、開館時間の延長等については積極的に提案

してください。なお、提案する場合は、現状との比較を容易にするため、現状維持とし

た場合及び時間延長等を実施した場合の両方について、運営経費を提案してください。 

   ウ 利用者ニーズの把握及び反映 

指定管理者は、利用者との日常的な会話やアンケート等を通じ意見把握を行うととも

に、管理運営状況の分析・検証を行い、サービスの向上等、管理運営に反映させてくだ

さい。 

(3) 自主事業に関すること 

指定管理者は、公の施設の管理業務の遂行を妨げない範囲において、事前に長野市と協議

の上、自己の責任及び費用負担により施設を活用して自主事業を実施することができます。  

なお、内容を変更する場合も同様に協議してください。 
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魅力のある自主事業は、施設の利用促進にもつながることから積極的に提案してください。 

   ア 施設の設置目的に沿った事業内容とすること。 

イ 地域住民・利用者のニーズが反映されていること。 

   ウ 事業の対象者については、各年齢層や世代間交流を考慮すること。 

※ 公の施設敷地内での自動販売機の設置は、入札により貸付先を決定いたします。その

ため、自主事業としての提案はできません 

 (4) 災害等発生時の対応業務 

   ア 開館時においては、利用者の避難誘導等の安全確保を最優先すること。 

   イ 開館時・閉館時を問わず、施設の損壊等の被害を最小限に抑えること。 

   ウ 閉館時においては、市民の避難所として使用できるよう、施設の開錠を行うこと。 

※ 就労センターは、市の福祉避難所として指定されており、災害等発生時において開設

の必要があると認められるときは、高齢者、障害者等の避難行動要支援者が避難生活を

送る場所となりますので、災害等発生時には早急に開錠する必要があります。なお、市

が福祉避難所を廃止するまでの間、施設を臨時休館とすることがあります。 

 (5) 業務委託 

   一部の業務を委託することは可能です。業務の一部を委託する場合は、事業計画書に明示

してください。なお、全業務を一括して他の事業者に再委託することはできません。 

(6) その他業務 

 ① モニタリング（監視・確認業務）に関すること 

  ア 事業計画書及び収支予算書の作成 

  イ 事業報告書の作成 

  ウ 月報及び四半期総括書の作成 

  ※ その他、セルフモニタリング（指定管理者が自ら実施する監視・確認業務）について、

考慮しているものを提案してください（例：利用者アンケート等）。 

 ② その他 

ア 関係機関との連絡調整 

イ その他業務（管理業務に関する庶務、経理等の事務、申請書類等の作成等） 

ウ 指定期間終了にあたっての委任業務の引継ぎ 

 

４ 管理経費 

  指定管理業務に係る経費は、事業計画書において提示のあった金額や、就労センターにあっ

ては要保護者の利用者数に応じて法令に基づき支弁される保護施設事務費等の金額を参考に、

年度毎に予算の範囲内で支払います。提案に当たっては、「民間の能力を活用して、住民サー

ビスの向上と経費の節減等を図る」という指定管理者制度の趣旨を踏まえ、管理経費を適正に

積算してください。また、年度協定書において定める委託料の額の算出に当たっては、提案額

や決算見込額（実績）を基に双方協議することとなり、提案額がそのまま委託料となるわけで

はありません。 
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なお、長野市が指定管理者に支払う管理経費については、消費税及び地方消費税が含まれま

す。また、管理基準や労働条件等については現行法制（令和７年４月１日現在）に基づき積算

することとし、管理経費は指定期間分（年度ごとに）示すようにしてください。 

 このほかに、当該施設の管理運営に関して、人事、給与、福利厚生、会計管理、電算管理等

の業務を法人本部で一括処理する場合は、これらの総務的経費のうち、当該施設の指定管理業

務から発生する費用についても事業計画書に記載してください。 

(1) 経費の支払 

会計年度（４月1日から翌年３月31日まで）を基準として、四半期毎に支払います。 

(2) 区分会計の独立と管理口座 

指定管理者は、自身の団体等と独立した会計帳簿類及び経理規定を設けるとともに、収入

及び経費については、団体自身の口座とは別の口座で管理してください。 

また、他の「公の施設」の指定も受ける場合、他の「公の施設」の管理口座とは別の口座

で管理する必要があります。 

(3) 利益の配分  

指定管理者は、就労センターの委任業務（ただし、自主事業は除く）の収入及び支出につ

いて、長野市が指定した方式により各年度末をもって実績精算を行い、その結果、30万円を

超える利益が生じたときは、その額から30万円を控除した額に10分の３を乗じて得た額を、

長野市が指定する期日までに長野市に納付するものとする。この場合において1,000円未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。 

５ 有料施設の利用料金 

【就労センター】 

(1) 有料施設の利用料金は、指定管理者の収入として取扱います。利用料金制に伴い、管理経

費の支払額は、管理経費総額から市の決定する利用料金見込み額を差し引いた額となります。

また、指定管理者となった団体等は、市と利用料金額の設定に係る協議を行い、条例の範囲

内で利用料金額を決定します。なお、施設の有効利用、利用促進、利便性の向上等を考慮し、

事前に協議の上、利用料金の割引基準を設定することができることとします。 

利用料金は消費税が課税となりますので、消費税込みの額となります。 

(2) 指定管理者が実施する自主事業の収入は、指定管理者の収入とします。 

 (3) インボイス制度（適格請求書等保存方式）により、指定管理者に帰属する利用料金等（自

主事業の収入含む）の請求にあたっては、インボイス（適格請求書）の交付が必要です。 

   このため、利用料金等の収入がある指定管理者はインボイス発行事業者の登録など、イン

ボイス制度に沿って対応してください。 

６ 法人市民税・事業所税について 

  法人市民税及び事業所税については、長野市指定管理者制度ガイドラインを参照してください。  
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７ 管理運営状況に関するモニタリング 

 指定管理者により、施設が適正に運営されているかどうかを確認するため、市は定期的及び

随時にモニタリングを実施します。指定管理者は、市が指定する報告書を提出する必要があり、

運営状況が適正でないと認められる場合は、市は指定管理者に対して必要な勧告や指示を行い

ます。 

 なお、モニタリングの結果は、毎年、モニタリング評価結果としてとりまとめ、ホームペー

ジ等で公開します。 

また、モニタリング評価方法の見直しに伴い、指定期間の途中でモニタリングの実施方法等

が変更となる場合があります。 

 

８ 指定管理者と長野市の責任分担 

種類 内容 
負担者 

長野市 指定管理者 

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

需要の変動 利用者の減少、需要見込みの誤りその他事由による

利用料金収入の減 
 ○ 

税制変更 指定管理者制度に影響を及ぼす税制変更（消費税等）  ○  

指定管理者に影響を及ぼす税制変更（法人税、固定

資産税等） 
 ○ 

法令の変更 施設等の新設又は改築を要するものなど管理運営に

影響を及ぼす法令変更 
○  

管理基準の変更を要する法令変更  ○ 

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

行政的な理由に 

よる事業変更 

行政的な理由から、委任業務の継続に支障が生じた

場合又は業務内容の変更若しくは業務の停止を余儀

なくされた場合の経費及びその後の維持管理経費に

おける当該事情による増加経費 

○  

苦情対応 施設利用者等からの苦情対応  ○ 

事故対応 施設及び管理地内における事故への対応  ○ 

施設・設備の 

修繕・改修 

経年劣化によるもの（１件10万円以下）  ○ 

経年劣化によるもの（１件10万円超） ○  

第三者の行為から生じたもので相手方が特定できるもの  ○ 

第三者の行為から生じたもので相手方が特定できな

いもの（１件10万円以下） 
 ○ 

第三者の行為から生じたもので相手方が特定できな

いもの（１件10万円超） 
○  

運営リスク 施設、機器等の不備又は施設管理上の瑕疵及び火災

等事故による臨時休館等に伴う運営リスク 
 ○ 

改修、修繕、保守点検等による施設の全部又は一部

の利用停止 
 ○ 
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種類 内容 
負担者 

長野市 指定管理者 

不可抗力 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、

騒乱及び暴動その他の長野市又は指定管理者いずれ

の責めにも帰すことのできない自然的又は人為的な

現象）により発生する施設、設備の修復による増加

費用 

○  

不可抗力により発生した指定管理者の損害、損失及

び増加費用 
 ○ 

指定管理者の管理責任によらない重大な欠陥が発生

した場合 
○  

利用の変更、 

中止及び延期 

長野市の責任による変更、中止及び延期 ○  

指定管理者の責任による変更、中止及び延期  ○ 

利用者の責任による変更、中止及び延期  ○ 

利用者の利用放棄、破綻  ○ 

書類の誤り 仕様書等長野市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによ

るもの 
 ○ 

資料等の損傷 管理者としての注意義務を怠ったことによるもの  ○ 

上記以外のもの ○  

運営費の増大 長野市以外の要因による運営費の増大  ○ 

第三者への賠償 管理業務の執行に伴い第三者に損害を与えた場合  ○ 

安全性の確保、

環境の保全 

維持管理、運営における安全性の確保及び周辺環境

の保全（応急措置を含む） 
 ○ 

セキュリティ 管理不備による情報漏洩、犯罪発生  ○ 

事業終了時の 

費用 

指定管理業務の期間が終了した場合又は期間中に業

務を廃止した場合における指定管理者の撤収費用 
 ○ 

９ 賠償責任と保険 

(1) 賠償責任 

① 指定管理者は、その責めに帰すべき事由により利用者又は第三者に対して損害を与えた

ときは、その損害について賠償責任を負うものとします。 

② 長野市は指定管理者に対して、指定管理者は長野市に対して、それぞれの責めに帰すべ

き事由により損害を与えたときは、その損害について賠償責任を負うものとします。 

③ 長野市は、指定管理者の責めに帰すべき事由により発生した損害について利用者又は第

三者に対して賠償した場合、指定管理者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発

生した費用を求償することができるものとします。 

 (2) 保険 

① 市が付保している保険は、次のとおりです。 

・ 建物総合損害共済（長野市の基準に基づき加入。基準は別紙のとおり） 

・ 市民総合賠償補償保険 
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② 指定管理者が付保しなければならない保険は、次のとおりとします。 

・ 施設賠償責任保険（指定管理者特約条項等の付いたもの） 

・ 第三者賠償責任保険 

※ 必要に応じて生産物賠償責任保険等 

10 申請者の資格 

(1) 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 長野市工事請負契約に係る指名停止等の措置要綱に基づく指名停止期間中でないこと。 

(3) 会社更生法第17条又は民事再生法第21条の規定による更生手続き又は再生手続きの開始の 

申し立てがなされた場合は、更生手続きの開始決定又は再生計画の認可決定がなされていること。  

(4) 最近１年間の法人税、消費税、地方消費税及び市県民税を滞納していないこと。 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴力団対

策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）が属してい

ないこと。また、暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下「暴力

団」という。）との関与が認められるなど、暴力団又は暴力団員との間に、社会的に非難さ

れるべき関係がないこと。 

(6) 指定期間中、安全円滑に対象施設を管理運営できる法人その他の団体であること。 

団体の場合は必ずしも法人格を必要としませんが、個人では申請することができません。 

また、複数の団体から構成される共同体による申請も可能ですが、代表団体を１団体定め

ること、また構成団体の全てが上記の資格を満たしていることが必要です。 

11 募集要項に関する質問受付 

募集要項の内容等に関する質問を以下のとおり受け付けます。 

受付期間：提出期限の１週間前まで（令和７年４月14日（月）から６月６日（金）まで）

随時受け付けますが、回答に１週間程かかる場合がありますので、ご了承くだ

さい。 

   受付方法：質問書（様式指定なし）に記入のうえ、Eメールに添付、郵送またはFAXにて下

記まで送付してください。 

   受付場所：長野市保健福祉部福祉政策課（市役所 第二庁舎２階） 

        〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地 

        電話：026-224-5028  FAX：026-224-5106 

        Ｅメール：fukushiseisaku@city.nagano.lg.jp   

12 申請書類 

この要項により指定管理者の指定を受けようとする者は、提出期間内に次の書類について、

正本１部と写し19部を市長に提出してください。 

なお、申請書類は返還いたしません。また、候補団体とならなかった団体の申請書類を利用

することはありません。 

mailto:fukushiseisaku@city.nagano.lg.jp
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 (1) 指定申請書 

  (2) 長野市中条社会就労センターほか１施設指定管理者事業計画書 

(3) 長野市中条社会就労センターほか１施設の管理に関する業務の収支予算書 

※申請者において指定した様式に代わる独自の事業計画及び収支予算書を作成しても構い

ませんが、記載する順番は指定した様式の順番としてください。また、いずれの場合も指

定期間各年度の計画・予算書を提出してください。 

  また、開館時間の延長や閉館日の削減といったサービス向上策を提案する際は、現状の

ままでの運営経費と、サービス向上案での運営経費両方を記載してください。 

(4) 定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本（法人以外の団体にあっては、会則等） 

(5) 当該団体の財務諸表等と賃金台帳 

・ 前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び財産目録等（別添「財務諸表等の提出一覧」のとおり） 

・ 前年度の月給職員及び時給職員各１名の賃金台帳の写し（個人情報記載箇所はマスキング） 

(6) 共同事業体の場合は、構成する団体名、代表となる団体名、構成する団体の責任分担、負

担割合等が明確になっている、共同体を示す協定書の写し等 

※申請者は、原則として本社等の代表者としてください。 

※資料が複数ページに渡る場合は、ページ番号を振るなど工夫してください。 

 

【提出書類の綴り順等】 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インデックスラベルは 

「事業計画書」 

「収支予算書」 

「定款等」 

「財務諸表等」 

「賃金台帳」 
 ※月給・時給 

「共同事業体」 
 

 

指定申請書 

(1)指定申請書 

(2)事業計画書 

・事業計画書（提案書） 
 １指定管理者としての適性～７地域連携 

(4)定款、登記簿等 

・自主提案事業計画書 

(5)-ア 貸借対照表等 

(6)協定書の写し等 
※共同事業体の場合 

(3)収支予算書 ①指定事業（年度順） 
        ②自主事業（年度順） 

(5)-イ 賃金台帳の写し 

 ※個人情報はマスキング 

時
給 

月
給 

２穴 
必ず開けて
ください 

※ 

・それぞれ、Ａ４両面（印刷、コピー） 
・白黒、カラーどちらでも可 

ホッチキスは、(1)～(６)それぞれを止める場合は構い

ませんが、提出書類全体をまとめて止めないこと 
※ 

統一して 
ください。 
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13 説明会 

  応募方法、申請書類、指定管理者業務等について下記のとおり説明会を開催します。 

参加人数については、１団体につき４名までとし、参加希望団体は４月25日（金）までに下

記提出先にあらかじめ連絡してください。 

 (1) 日 時  令和７年５月９日（金） 10時30分 から 11時30分まで 

(2) 場 所  長野市役所 講堂（第二庁舎10階） 

  

14 申請書類の提出先及び提出期限 

  提 出 先：長野市保健福祉部福祉政策課（市役所 第二庁舎２階） 

       〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地 

       電話：026-224-5028 

提出期限：令和７年６月13日（金）午後５時15分必着 

 

15 指定管理者の選定等 

(1) 指定管理者選定の方式 

   指定管理者の選定は公募型プロポーザル方式を採用します。 

指定管理者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）を設置し、選定委員会が指定管理

者の候補団体を決定します。 

(2) 応募者の審査 

 担当部局において書類審査を行い、その結果を選定委員会へ報告します。 

選定委員会においては、担当部局の審査結果並びに必要に応じて実施されるプレゼンテー

ションを基に審査し、指定管理者の候補団体を決定します。 

(3) 審査結果の通知及び公表 

   審査結果については、書類を提出した応募者全員に対して通知するとともに、ホームペー

ジへの掲載等により公表します。 

(4) 協定の締結 

   長野市と指定管理者の候補団体は、長野市中条社会就労センターほか１施設の管理に係る

詳細について協議を行い、指定議案及び予算案の議決後、協定を締結します。 

  

16 選定の基準等 

 (1) 選定基準 

長野市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第５条の規定に準じます。 

ア 事業計画書による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものである

こと。 

イ 事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経

費の縮減が図られるものであること。 

ウ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。 
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 (2) 審査項目 

   審査項目は次のとおりとします。 

ア 管理運営を行うにあたっての方針について 

イ 団体の経営方針について 

ウ 経営の安定性と継続性について（財務状況／組織体制） 

エ 同様、類似施設の管理運営実績について 

オ 施設の有効活用について（施設の現状に対する考え方及び将来展望／市指定事業計画／

自主事業計画／サービスを向上させるための方策） 

カ 利用者対処について（利用者のトラブルの未然防止と対処法） 

キ 事業収支について（指定事業・自主事業における収支の妥当性／市負担額の縮減／再委

託の妥当性） 

ク 施設の管理運営全般について（職員の配置・研修計画／平等利用／経理／施設・備品の

維持管理／セルフモニタリング） 

ケ 危機管理対策について（安全対策／個人情報の保護／防犯・防災／緊急時の対応・体制） 

コ 地域との連携について（地元雇用／地元事業者の活用／障害者就労施設等からの物品及

び役務の調達） 

サ モニタリング評価結果（ただし、現在の指定管理者が、再度申請した場合のみ） 

シ その他、当該施設固有の特殊事情について 

 

17 応募に際しての留意事項 

(1) 接触の禁止 

応募者は、選定委員、本件業務に従事する本市職員及び本件関係者に対し、本件応募につ

いての接触を禁じます。接触の事実が認められた場合は失格となることがあります。 

(2) 応募内容の変更禁止 

   申請書類の内容は、提出期限後、変更及び追加することはできません（長野市が求める場

合を除く）。 

(3) 虚偽の記載をした場合の取り扱い 

   申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

(4) 応募の辞退 

  申請書類の受付後に辞退する場合は、辞退届を提出してください。 

(5) 費用負担 

   応募に関して必要となる費用は、応募者の負担とします。 

(6) 申請書類の著作権 

  本市が提示する設計図書等の著作権は、長野市及び作成者に帰属し、応募者の提出する書

類の著作権は、それぞれの応募者に帰属します。 

(7) 情報公開について 

  指定管理者の候補団体として選定された団体の申請書類については、原則公開とします



17 

（団体の信用情報等は除く）。また、プレゼンテーションを実施する際は必要に応じて公開

することがあります。 

(8) 提案について 

  開館時間の延長等については、積極的に提案していただけますが、指定管理者の候補団体

として選定された団体の申請書類に記載されている提案の全てをそのまま採用するわけでは

ありません。提案内容は尊重しつつ、長野市と候補団体との協議の上、施設の運営上必要と

認められる部分について採用することとなります。 

18 候補団体選定後について 

指定管理者候補団体を指定管理者として指定後、指定管理者は市と協議し、施設の運営に支

障のない範囲で施設内に立ち入り、準備を進めることができることとします。なお、準備に係

る費用（自主事業のための施設修繕・整備含む）については、指定管理者の負担とします。 

19 長野市公契約等基本条例 

本条例は、長野市が発注、依頼する全ての契約と公の施設の管理に関する協定が対象となり

ます。また、長野市と基本協定を締結する指定管理者だけでなく、指定事業を行うため長野市

の承認を得た上で、清掃、警備等の個々の業務を指定管理者から第三者（当該業務を専門とす

る事業者等）へ委託する、または請け負わせる事業者についても対象としています。 

なお、指定管理者が支出する予算が年間１億円以上（自主事業は除く）の場合、労働環境報

告書を提出の対象となります。 

詳しくは、長野市指定管理者制度ガイドライン及び長野市公契約等基本条例の手引を参照し

てください。 

20 指定管理者の取り消し等 

  指定管理者が、正当な理由なくして協定の締結に応じない場合、指定管理者による事業の履

行が確実でないと認められる場合、または、著しく社会的信用を失う等により指定管理者とし

てふさわしくないと認められる場合は、指定管理者の指定の決定を取り消すことがあります。 

21 公の施設の廃止等 

長野市では、長野市公共施設等総合管理計画に基づき公共施設マネジメントを推進しており、

公の施設の見直しに伴い、指定期間に関わらず、当該施設が廃止又は移転、統合、増改築等と

なる場合もあります。 

廃止の場合は、遅くとも廃止をしようとする日の１年前までに、その旨を指定管理者に通知

します。また、公の施設の移転、統合、増改築等により、地方自治法244条の２第４項に規定

する「管理の基準」及び「業務の範囲」が大幅に変更となる場合には、新たな指定管理者の指

定の手続きが必要となり、その場合は、指定期間を変更（短縮）することとなります。 

  なお、これらの公の施設の廃止等により、指定管理者に損害や損失が生じた場合には、合理

性が認められる範囲で長野市が負担することを原則として、長野市と指定管理者との協議によ

り決定することとします。  
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別紙 

 

令和７年度 全国市有物件災害共済会「建物総合損害共済」加入基準 
 

以下の基準により加入しています。 

 加入基準 

建 

物 

の 

場 

合 

(1) 土砂災害危険区域にある建物 

※ 構造級「鉄筋コンクリート造(１級)、鉄骨造(２級)、木造(３級)」は問わない 

(2) 計画規模浸水想定地域（３ｍ以上）に在する建物  

※ 構造級１級～３級は問わない 

(3) 構造級３級の建物  

※ 構造級１級・２級の建物は対象外とする。 

(4) 構造級１、２級の建物でも火災が懸念される建物 

※ 給食センター、清掃センター、火葬場等 

(5) 住民自治協議会が受託する公民館 

※ 簡易な建物含む（構造級は問わない） 

(6) (1)～(5)であっても普通財産については対象外とする。 

※ ただし管理、契約上加入が必要なものを除く 

(7) (1)～(5)に該当しない建物でも、管理、契約上加入が必要と認められるもの

は、加入の対象とする。 

※ 取得価額が500万円未満（税込）の簡易な建物（四阿、トイレ、倉庫等）は、 

上記(1)～(4)に該当しても対象外とする。 

工
作
物
・動
産
の
場
合 

(1) 100万円以上（税込）の工作物・動産で、取得から10年以内の物件 

(2) （1）のうち太陽光発電装置や電子関連機器等は、落雷時自動過電流遮断装置 

がある物件を除く 

(3) 借用物件で施設管理者が加入適当と判断する物件 (価額、借用期間は問わ 

ない) 

※ 遊具は対象外とする。 

 

 


